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パブリックコメントによる意見の概要と市の考え方

意見の要約 市の考え方（対応）【案】

１ 近い将来、多くの自治体が「デジタル

移行」という流れに変わっていくと思

う。その時南九州市民は「こんな建物

必要なかった」というのは目に見えて

いる。建物に40億円かけるのなら、ネ

ット環境の充実およびサイバーセキュ

リティ対策に予算をかけるべきだ。

ご意見のとおりデジタル化への移行に伴い市役所の業務

形態は変化していくと考えます。特に窓口業務や単純業務

はオンライン申請化，ＡＩによるロボット化が図られると

思います。

しかしながら，市役所の業務全体を見たときに，現場を

伴うもの，災害時の対応など市役所を拠点として事務や対

応を行うものがあります。市の拠点としての新庁舎の役割

は重要であると考えます。

なお，新庁舎においては，デジタル化に柔軟に対応でき

る設備，構造，セキュリティーの強化は必須であると考え

ます。また，新庁舎の規模は設計段階においてもさらなる

規模の合理化の可能性を追求して行きます。（P31）

２ 「市民に開かれた庁舎」実現に向け

て、市民の声を集約することが必要だ

と考えるがどのような形式、スケジュ

ールで行う予定か。また，より効果的

に実現するために、外部からアドバイ

ザーやファシリテーターを入れて欲し

い。

令和３年度に市民アンケート（P6），市民ワークショッ

プ（P7）を実施し，いただいた多くのご意見やアイデアは

今回の基本構想・基本計画に反映しています。令和４年度

には基本設計の原案を策定した時点で，パブリックコメン

トを実施する予定です。

ワークショップの開催を含め，アドバイザーやファシリ

テーターの支援についても検討します。

３ P41の「事業費の返済イメージ」だけで

は分かりにくいため、市の財政状況と

照らし合わせ、他の市民サービスに影

響がでないのか、説明資料を市報に掲

載して欲しい。

新庁舎建設に係る市の財政状況との検討は，新庁舎建設

検討委員会の第３回目において資料を提示し，委員の皆さ

まに検討していただきました。

その資料は，市報では紙面が限られており掲載すること

はできませんので，市のホームページ（※リンク添付）や

市役所の各支所でご覧ください。

市報では，今後，市民の皆さまに分かりやすい表現とな

る記事の掲載を検討いたします。

４ 新庁舎ではランニングコストがどの程

度削減でき返済原資となる見通しか。

イニシャルコストよりも、ランニング

コストを大いに検討してもらいたい。

新庁舎のランニングコストは，どの設備にするかによっ

て大きく変動するため，現時点で試算できません。

現状の庁舎管理費では，軽微な修繕が発生する年で約

5,800万円，工事費を伴う補修が発生する年で約9,000万円

かかっている状況です。

現在の庁舎は断熱性能が低く，空調等のランニングコス

トを上げる要因となっています。新庁舎ではＺＥＢ（ネッ

ト・ゼロ・エネルギー・ビル）の考え方で，高断熱化，日

射遮蔽（ひさしの設置など），自然換気，昼光利用，更に

は再生可能エネルギーの活用などに取り組むことで現在よ

りもランニングコストを低下させる考えです。(P58)

５ 市庁舎建設に係る市民アンケートは、

若者・現役世代の回答が低く、今後利

用する方たちの意見の吸い上げが少な

いと思う。

今回の市民アンケートは，単純に無作為抽出し送付先を

選定しましたので，今後は年代等を考慮した選定方法につ

いても検討したいと思います。

６ 特に気になるのは、現状の施設の更新

ということが主眼となっているのでは

と思う。

現庁舎の課題を解消し，単なる更新ではなく機能アップ

を図り，利用者の利便性向上や防災拠点の構築，行政運営

の効率化を図ることが重要だと考えています。（P1）

７ 現役世代のほとんどはスマートフォン ご意見のとおり，技術の進化に伴い，市の業務形態は変
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を所持しており、情報を仕入れ、仕事

などに活用している。行政の仕事につ

いても同じだと思う。会議や打ち合わ

せ・研修は、リモートなどに変わって

きている。広い地域に少ない人口の南

九州市には、ＩＣＴが適していると思

う。

化していくと考えます。近く職員のテレワークなどの実証

試験を開始する予定もあります。ＩＣＴ化については新庁

舎建設に係わらず導入できるものは実践していく予定で

す。

なお，新庁舎においてはＩＣＴ化に柔軟に対応できる設

備，構造，セキュリティーの強化は必須であると考えま

す。

８ 従来の役所らしい教室型の執務室は時

代遅れになる。仕事のしやすい空間を

提供すれば、職員の作業効率は上がる

のではないか。プロジェクトで仕事を

するチームであれば、声のとおる広い

スペースを，思考する仕事であれば仕

切られたスペースを設けるのはどう

か。

新庁舎の執務空間においては，従来型ではなく，ユニバ

ーサルレイアウトの導入を検討していく考えです。

（P56）

しかし，職員の作業効率を上げるための執務空間の提供

という視点からの記述が明確にされていないことから，ご

意見を参考にさせていただきたいと考えます。

９ 補助金やらで、決められた枠内での建

設ということになるだろうが、10年後

に時代遅れの施設にならないことを願

う。

将来の組織改編等に柔軟に対応できるようなレイアウト

や自然環境対策など広く先を見据えた設計を心がけます。

（P56，P58）

10 設計・建築においては，地元業者の活

用をお願いする。

新庁舎建設の工事の特殊性，規模を考えますと，全て南

九州市内の業者ということは難しいかと思われますが，地

元業者への受注機会を考慮した発注になるよう検討しなけ

ればと考えています。

工事等は入札となりますが，法に則り適切に行ってまい

ります。

11 現在の３庁舎はエネルギーの消費効率

の悪さだけでなく，多額の維持管理費

がかかることは必然で，新庁舎の維持

管理費との二重の負担になると考えま

すので，現庁舎について，頴娃庁舎

は，支所の規模にあったコンパクトな

庁舎に建て替える。知覧庁舎は本館と

西別館を解体し，東別館は活用する。

川辺庁舎は本館を解体し，別館を利用

してはどうか。また，川辺本館跡地は

住宅街にあり，子育て世帯や高齢者に

配慮した緑地公園にしてはどうか。

参考意見として承ります。

別に定める南九州市公共施設等総合管理計画との整合性

を取り，維持管理による長期的な財政負担の軽減等の視点

に立ったコンパクトかつ効率的な行政施設の再編を考慮し

つつ，現庁舎（建物）の在り方の検討については計画書

P44のスケジュールで地域の意見を集約しながら行いたい

と考えます。

12 この基本構想・基本計画は徐々に内容

が明確になる構成で，第１章だけでは

理解できない部分もありました。この

冊子のターゲット（読み手）は誰なの

かを明確にしておくとよいと感じた。

冊子のターゲット（読み手）は全ての市民の皆さまと考

えていますが，ご指摘のとおり範囲が広く，言葉や事項等

の基本的な説明を省略している部分があることから理解さ

れにくい部分もあるかと思います。しかしながら今回の基

本構想・基本計画はこの構成で策定したいと考えます。

13 ・財政上の課題として

合併推進債の返済について，今後の人

口減少や少子化が進む中で，想定どお

りの金利で借金を30年間払い続けるこ

とができるのだろうか。近い将来イン

ご指摘のとおり，金利の上昇は想定しなければならない

課題です。起債協議によりますが，借入にあたっては，固

定金利方式を想定しています。地方債の固定金利方式と

は，借入期間に応じて期間中の利率を設定し，その償還金

の終了までその利率を適用する方式で，償還途中での利率
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フレを想定すると金利上昇は考えられ

ると思うので，その対策も考えて欲し

い。

見直しはありません。

また，借入時点での金利の上昇に対しては，国の補助金

や基金を活用し，可能な限り借入額を抑えることで対応し

たいと考えています。

なお，本市の令和３年度の公債費（借金の返済費）の予

算額は22億9,000万円ですが，仮に借入時点で現在0.2％と

見込んでいる年利が上昇したとしても，その分国の支援額

も増えますので，市の実質負担増加額は通常予算の範囲内

で対応できるものと試算しています。

14 ・各庁舎支所の課題として

頴娃及び川辺庁舎の活用法について，

本庁完成後（令和７年以降）ではな

く，地域活性の為の事業をどのように

取り組んでいくか本庁舎の建設計画

（現時点）と同時並行し検討したらよ

いのではないか。

地域活性化の事業については，市の総合計画との整合性

を取りながら，既存事業で対応できるもの，新規に企画立

案しなければならないものがあると考えます。事業担当課

も多岐に渡りますので連携を取りながら現時点から進めて

いきます。

現庁舎（建物）の在り方の検討については計画書P44の

スケジュールで地域の意見をお聞きしながら行いたいと考

えます。

15 ・本資料の専門用語の説明について

専門的な用語には，注釈か別途ページ

に用語の索引ができるようにすると良

いと感じた。

ご意見のとおり注釈を設けます。

16 ・２ページの南九州市地域防災計画の

項目内に「一時的な避難所としての利

用」と言う表現は，避難者にとっては

素晴らしく安心と安全が確保される

が，期間経過後に大勢の避難者に退去

してもらうのが大変な苦労を伴うので

やめた方が良いと考える。

台風などの通常災害時は，最寄りの学校や公民館などを

避難所に指定していますが，東日本大震災級の災害の場合

は庁舎も一時的な避難施設となるのではないかと考えま

す。

貴重な意見として今後の参考にさせていただきます。

17 鉄骨や木材など建設資材の高騰もあ

り、建設工事費の増加傾向が続くが、

建設単価 500 千円／㎡で確実に建設可

能と考えているか？

敷地内整備費を含む概算建設工事費を

40 億円と設定しているが、将来的な財

政面への不安を払拭するためにも、当

該金額を上限としての建設を約束願い

たい。

建設単価 50 万円/㎡は，現状の単価に１割程度の物価上

昇を見込み金額を設定しています。

また，今後の基本設計・実施設計において，施設規模や

導入機能，各種仕様等を精査し建設工事費の検証を継続し

て行い，事業費の縮減を図ります。

ただし，著しい物価上昇等の予期できない事象が発生し

た場合には，再度施設規模や建設工事費の見直しを行う可

能性があります。

18 「移転後の跡地利用や三地域の特性を

生かした地域振興策の検討」がなされ

ていない為か、具体策が全く明記され

ていない。

市のまちづくりや振興策は，新庁舎建設に関わらず，市

の最上位計画である第２次総合計画において総合的な視点

を持って進めていく必要があると考えることから，本構

想・計画ではＰ42～45 の表現としています。

また地域振興策については，今年度において商工会や地

区公民館等にご意見をお聞きしているところです。そうい

ったご意見も参考としながら，すべての市民に必要な行政

サービスが行き渡るよう，頴娃・知覧・川辺庁舎を核とし

て，各地区公民館等と連携強化を図りながら地域振興策を

検討し，来年度予定している第２次総合計画の後期計画の
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見直しに反映していきたいと考えています。

19 新庁舎建設と支所庁舎整備はセットで

議論されるべきで、予算や財源も含め

た支所庁舎整備計画を併記すべきと考

える。

支所庁舎の整備としては，P44 の①現庁舎の活用計画及

び②新庁舎完成時の支所庁舎の一部改修基本方針に記載の

とおり，市の方針をお示ししているところです。また，財

源については支所庁舎の整備は，地方債の起債対象外であ

るため，庁舎建設整備基金を充てる計画としています。

（Ｐ41）

20 現時点の新庁舎の規模，建設費用は納

得しがたく，国からの助成金を除いた

24 億円はあまりにも大きすぎる負担で

あるため，もう少し縮小した庁舎でも

良いのではないか。

①想定規模が市役所職員を統合した後

の300人超の収容人数で、それを国の参

考資料等から算出された青写真であ

る。近い将来人口減少によりせっかく

作ったのに活用されない無駄なスペー

スが出来てしまうのではいか。

②本庁方式は合理化のために職員を集

約する方式だが、市民まで中央に寄っ

てくるわけでないので本庁から離れる

ほど市民サービスの低下に繋がるので

はないか。

今後の基本設計・実施設計段階において施設規模や導入

機能，各種仕様等を精査し建設工事費の検証を継続して行

い，事業費の縮減を図ります。

しかし，今回，交付税措置がある起債を見過ごした上

で，例えば，現在の庁舎の長寿命化工事を行い，仮設事務

所をつくるなどの経費を使い，さらに数年後，人口が減っ

た段階で，改修等のため数十億円規模の投資をするとした

ときに，市民の負担は非常に大きなものになります。した

がって，今この合併推進債を活用して新庁舎を建設したほ

うが市民の負担が少なく，かつ組織の効率化も図られると

いう判断をしたところです。

21 新庁舎は、集約が必要とされる部署と

災害時の避難拠点、公の行事やセレモ

ニーなどで利用するホールなど規模を

縮小した他に類を見ない新しい南九州

市のシンボルとなる庁舎にする。

集約が必要とされる課は，特攻平和会館など出先機関を

除く全ての本課と考えています。

ご意見にあるように，しかるべき機能を備え，コンパクト

かつ市のシンボルとなる庁舎を目指します。

22 現計画の本庁舎・頴娃支所・知覧支

所・川辺支所を比率で７：１：１：１

と表すならば、４：２：２：２の割合

を考慮した南九州市オリジナルの本

庁・支所方式として欲しい。

４：２：２：２の方式においてもコロ

ナによるリモートワークの進化により

市職員の更なる効率化は可能だと思い

ます。また、福祉などの部署において

支所の人員を増やすことによって困っ

たときや必要な時により迅速により近

くの支所から駆けつけられる体制が出

来ると思います。

現計画は，本庁舎・頴娃支所・川辺支所とするもので

す。現在の知覧庁舎は行政機能を持たない施設となります

が，住民や各種団体等の意見を踏まえ，地域の活性化のた

めの活用について検討します。（Ｐ44）

これまでの市民検討委員会等での提言を踏まえ，市は本

庁方式への移行を決定していることから，現在の「総合支

所方式+一部分庁方式」による行政運営を継続することは

考えておりません。（Ｐ1）

23 １ 地域振興策について

移転後の跡地利用や地域振興策の具体

的な記載が無いため，特に支所地域の

市民にとって何の担保もなく，不安を

払拭できていないと考える。

地域振興策については，市の総合計画との整合性を取り

ながら，既存事業で対応できるもの，新規に企画立案しな

ければならないものがあると考えます。事業担当課も多岐

に渡りますので連携を取りながら進めて行きます。

また，令和３年 10 月に市民ワークショップを開催し，

地域振興策についても意見を出していただきました。これ
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らの意見も参考にていきたいと思います。なお，ワークシ

ョップの内容は資料編をご覧ください。

24 ２ 庁舎の運用方式について

P26 に庁舎の運用方式は「本庁方式」と

「総合支所方式＋一部分庁方式」に限

定する記載だが，他にもあるのではな

いか。

P27 に「総合支所方式＋一部分庁方式」

が現行方式となっているが「一部分庁

方式」ではないのか。

一部分庁方式での庁舎建設費用の試算

などもなく基本概念で結論を出してい

るようにとれるがどうか。

ご意見のとおりです。ただし，過去の検討委員会の検討

を受けて，本庁方式への移行という方針を定めておりま

す。複数ある方式の中から「本庁方式」と「現行」の比較

を行う表現に改めます。

分庁方式部分の業務も他庁舎でサービスを受けられるこ

とから「総合支所方式」を付加しています。（例：農政課

は頴娃庁舎にありますが，サービスとしては知覧，川辺庁

舎でも受けられます。）

単なる庁舎の建替が目的ではなく，本庁方式へ移行し効

率のよいスリムでコンパクトな行政組織の構築に主眼をお

いています。（P1）

25 ３ 防災拠点としての機能について

新庁舎建設に伴い支所の職員数は減少

するが，災害等発生時や有事の際に災

害対策本部で対応が困難な場合等に十

分な配置や各種対応が可能であるのか

記載がないようだが具体的なプラン等

はあるのか。

関連する計画に「南九州市地域防災計画」があります。

災害時には市役所，消防，警察などの連携が重要になると

考えます。

26 (ア)支所（現在使用している庁舎）に

も新庁舎と同じような，「分かりやす

く利用しやすい窓口」の改修工事を求

める。

P44 の支所庁舎の一部改修基本方針のとおりの改修を考

えています。

27 (イ)デジタル化への対応の中身を計画

に明記して頂きたい。ＩＴ化により支

所機能を充実させて欲しい。

現在市では DX（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾑ）推進本部を設置し，

国が示す推進計画に基づいてデジタル化への検討を開始し

ています。これは新庁舎だけでなく支所庁舎，出先機関に

ついても同じ考えです。

28 (ウ)新庁舎のみを作る計画ではなく、

(イ)のソフト面を含めた総合的な計画

として事業費算出をお願いする。

P69 に建設工事費以外の事業費についてお示ししていま

す。デジタル化に係る経費等については新庁舎建設前に一

部導入される可能性もありますので，新庁舎建設とは別に

考えております。

29 新庁舎の建設には大賛成である。

よりよい街づくりの場となる新庁舎

が，後世に大きな借金となるならない

よう，いくらでも応用の利く空間づく

りになっていけばいいと感じる。

基本方針２に示すように将来の変化に対応できる柔軟な

施設を目指します。（P21～22）

30 新庁舎建設は国からの支援期限が来た

から持ち上がったとしか思えない。

これまで平成 24 年度，29 年度で市民の代表者等から構

成する検討委員会を経て，令和 10 年をめどに新庁舎建設

を進めることとしてきました。

合併推進債は，合併から 15 年になる令和４年度末まで

に新庁舎建設に取り組む場合，活用が可能ということで事

業を進めているところです。

東北地震等により，特例債も推進債も期限が延長され，

さらに２回目の延長について国等へ要望してきましたが，
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令和２年の 10 月頃に推進債は延長しないと国から示され

ました。市としては令和 10 年完成という当初の市民検討

委員会からの提言どおり進めることを予定していました

が，期限延長がなされなかったため，計画を２年前倒しし

て取り組んでいます。

今回，交付税措置がある起債を見過ごした上で，例え

ば，現在の庁舎の長寿命化工事を行い，仮設事務所をつく

るなどの経費を使い，さらに数年後，人口が減った段階

で，数十億円規模の投資をするとしたときに，市民の負担

は非常に大きなものになります。したがって，今この合併

推進債を活用して新庁舎を建設したほうが市民の負担が少

なく，有利であるという判断をしたところです。

31 市及び現庁舎の状況でいる(1)行政組織

の課題 (2)地域振興の課題 (3)財政

上の課題が挙げられているが，これら

の課題は総合支所方式をとった段階か

ら抱えてきた問題で，何十年も具体的

対策が打てず，ここに至ったとしか思

えない。

新庁舎建設により，これらの課題が

直ちに解決できるとは言わないが，ま

ずは，これから市としての 10 年のグラ

ンドコンセプトを示して欲しい。

今回新庁舎建設を予定している「知覧農業振興センタ

ー」は，南九州市の地理的中心地であり，南薩地域の地理

的中心でもあります。災害や緊急を要する事案が発生した

場合，現在よりさらに迅速な対応がしやすくなると考えま

す。

また，南薩縦貫道路の整備により鹿児島市などからのアク

セスの向上が図られており，さらなる交流人口の増大が期

待されます。基幹産業である農業，観光をはじめとした本

市のあらゆる産業を盛り上げていくため，また，南薩地域

の自治体との連携を図ることで，南薩地域の中心として，

将来に向けた市の活性化に寄与できるものと考えていま

す。

まちづくりの拠点及び地域防災拠点となる新庁舎を中心と

した南九州市が真に一体となった施策，活性化策を進めて

まいります。

32 市民サービス向上，共通性の観点から

川辺・頴娃庁舎の改修，備品整備を含

めた計画・予算の明記が必要。また支

所の建替え計画はあるのか。

支所庁舎の整備としては，Ｐ44 の①現庁舎の活用計画

及び②新庁舎完成時の支所庁舎の一部改修基本方針に記載

のとおり，市の方針をお示ししているところです。また，

財源については支所庁舎の整備は，地方債の起債対象外で

あるため，庁舎建設整備基金を充てる計画としています。

（Ｐ41）

33 新庁舎建設に係る備品整備費，構内並

びに外部ネットワーク費用等及び支所

の改修等の経費を含めて 40 億以内で計

画できないのか。

Ｐ70 の「近年の建設工事費の状況」にお示ししたとお

り，建設工事費は増加傾向にあります。Ｐ69「概算建設工

事費の検討」では物価上昇を考慮して庁舎の建設単価を

50 万円/㎡程度と設定し，本体工事費と敷地内整備費を含

めた概算建設工事費を約 40 億円と見込んでいるところで

す。

その他に設計費，備品購入費，情報通信関連設備費，移転

費など約５億円を見込んでいます。

34 人口減少の歯止めが利かない中，地方

交付税の減少も見えているが，社会保

障関連を含め，どう担保していくの

か？

新庁舎を建てることで市民サービスを落とすという事が

あってはならないと考えます。

新庁舎建設を含め大きなプロジェクトに対しての収入・

支出のバランスを考慮した財政計画の見直しを行いまし

た。支出の縮減を図りながら収入の確保を図っていくこと

で，安定的な財政運営ができると考えています。
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35 均衡ある発展の中で，住民の身近な支

所は高齢者にとって便利であり，最低

の部署は残して欲しい。

支所においては，住民生活に直結する窓口サービスなど

すべて受けられます。支所の主な業務など詳細については

Ｐ42～43 に記載してあります。

36 将来を見据えた規模を，職員数数346人

よりも縮小するべきではないか。

職員数 346 人は，本課を集約し組織を効率化する場合，

定員適正化計画等に基づいた新庁舎建設時の職員数となり

ます。

37 議員定数も現在の20人から18人にし，

議員報酬を上げて議員が活動しやすい

環境を作って欲しい。

議員定数及び議員報酬は議会の方で検討されて決定する

もので市ではお答えできません。

38 新庁舎建設の適正規模の設定は市全体

人口も配慮して検討して欲しい。

総務省や国土交通省の定める算定基準，他市庁舎の延床

面積等を基準とした規模算定の検討結果を踏まえ，適正規

模を設定しています。（Ｐ61～64）

39 建設工事費を 40 億円と見込んでいる

が，身の丈にあった金額とし，現在の

子供たちの世代の負担にならない規模

にして欲しい。

今後の基本設計・実施設計において，施設規模や導入機

能，各種仕様等を精査し建設工事費の検証を継続して行

い，事業費の縮減を図ります。

40 新庁舎建設後は，本庁方式移行に伴

い，支所の職員数が減るのは理解でき

るが，支所には経験年数のある職員の

配置を望む。

支所に配置される各係員の配置人数については十分な配

慮を行い，市民サービスの維持を図ることができる規模と

します。（Ｐ44）


